
　
串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
設
置
に
対
す
る
賛
否
に
つ
い
て
の
市
民
投
票
を
４

月
10
日
㈰
に
実
施
し
ま
す（
宮
崎
県
議
会
議
員
選
挙
と
同
日
）。

　
市
民
投
票
は
市
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
が
、
串
間
市
の
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
方

向
性
に
つ
い
て
、
自
ら
の
考
え
を
直
接
表
明
す
る
重
要
な
投
票
で
す
。
串
間
市
の
将
来

に
つ
い
て
十
分
議
論
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
考
え
に
基
づ
き
投
票
を
お
願
い
し
ま
す
。

串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
設
置
に
つ
い
て
の

市
民
投
票
を
実
施
し
ま
す

Kushima citizen vote

　

串
間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所

の
設
置
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
４

年
の
新
聞
な
ど
で
報
道
さ
れ
て
以
来
、

市
議
会
で
の
議
論
を
は
じ
め
、
先
進

地
視
察
や
調
査
報
告
が
な
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
市
民
の
意
思
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に「
市

民
投
票
条
例
」を
平
成
５
年
に
制
定
。

昨
年
12
月
の
定
例
市
議
会
に
お
い
て
、

期
日
前
投
票
制
度
な
ど
を
追
加
し
た

条
例
改
正
案
が
可
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
野
辺
市
長
は
次

の
よ
う
な
考
え
か
ら
、
市
民
投
票
の

実
施
を
決
め
ま
し
た
。

　
「
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
の
政
治
活

動
な
ど
を
通
し
て
、
将
来
、
串
間
市

に
原
子
力
発
電
所
を
設
置
し
地
域
活

性
化
な
ど
を
強
く
望
む
声
が
あ
る
こ

と
や
、
反
対
に
原
子
力
発
電
所
の
安

全
性
な
ど
に
つ
い
て
不
安
を
強
く
抱

い
て
い
る
声
な
ど
が
存
在
し
、
そ
の

意
見
が
二
分
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
串
間
市
が
今
後
、

厳
し
い
自
立
の
道
を
歩
く
上
で
、
串

間
市
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
設

置
の
是
非
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
判
断

し
て
い
た
だ
き
た
く
、
今
回
の
改
正

条
例
に
基
づ
き
市
民
投
票
を
実
施

し
ま
す
。
こ
の
市
民
投
票
の
結
果
に

つ
い
て
は
、
有
効
投
票
数
の
過
半
数

の
意
見
を
尊
重
し
、
反
対
が
多
け
れ

ば
こ
の
問
題
に
終
止
符
を
打
ち
、
賛

成
が
多
け
れ
ば
そ
の
意
思
を
尊
重
し
、

市
政
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
」

皆
さ
ん
の
考
え
を
表
明
す
る

機
会
で
す
。

必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　

市
民
投
票
は
市
民
の
皆
さ
ん
一
人

ひ
と
り
が
、
串
間
市
の
将
来
の
ま
ち

づ
く
り
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
自
ら

の
考
え
を
直
接
表
明
す
る
重
要
な
投

票
で
す
。
串
間
市
の
将
来
に
つ
い
て

十
分
議
論
し
た
う
え
で
、
自
ら
の
考

え
に
基
づ
き
投
票
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

投
票
資
格
者

　

年
齢
満
20
歳
以
上
の
日
本
国
籍
を

有
す
る
方
で
引
き
続
き
３
カ
月
以
上

串
間
市
に
住
所
を
有
す
る
方
が
投
票

で
き
ま
す
。

告
示
日

　

平
成
23
年
４
月
１
日（
金
）

投
票
日

　

平
成
23
年
４
月
10
日（
日
）、
午
前

７
時
か
ら
午
後
６
時
ま
で（
一
部
の

投
票
区
は
午
後
４
時
ま
で
）

※�

投
票
は
宮
崎
県
議
会
議
員
選
挙
と

同
じ
日
に
実
施
し
ま
す
。

投
票
の
方
法

　

投
票
用
紙
に
印
刷
さ
れ
た「
賛
成
」

「
反
対
」の
い
ず
れ
か
の
欄
に
○
を
記

載
し
て
投
票
を
行
い
ま
す
。
体
の
不

自
由
な
方
な
ど
は
点
字
投
票
や
代
理

投
票
の
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

期
日
前
投
票
と
不
在
者
投
票
な
ど

　

投
票
の
告
示
日
の
翌
日
か
ら
投
票

日
の
前
日
ま
で
期
日
前
投
票
や
不
在

者
投
票
が
行
え
ま
す
。

船
員
不
在
者
投
票

　

市
民
投
票
は
選
挙
と
異
な
り
市
が

独
自
で
行
う
投
票
で
す
。
投
票
用
紙

を
他
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
な

ど
へ
郵
送
す
る
時
間
を
要
す
る
た
め
、

事
前
に
市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
問
い

合
わ
せ
が
必
要
で
す
。

投
票
所

　

宮
崎
県
議
会
議
員
選
挙
と
同
じ
投

票
所
で
投
票
で
き
ま
す
。

情
報
提
供

　

原
子
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
学
習
に

役
立
つ
資
料
を
市
内
各
世
帯
へ
、
１

月
末
ま
で
に
届
く
よ
う
配
布
し
て
い

ま
す
。

投
票
結
果
の
取
り
扱
い

　

市
民
投
票
条
例
で
は「
市
長
は
、

市
民
投
票
の
結
果
、
過
半
数
の
意
思

を
尊
重
す
る
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す（
具
体
的
に
は
、
有
効
投
票
数
の

過
半
数
を
尊
重
し
ま
す
）。

市
民
投
票
運
動

　

市
民
投
票
運
動
は
お
お
む
ね
自
由

で
す
が
、
次
に
掲
げ
る
行
為
は
禁
止

さ
れ
ま
す
。

・�

買
収
、
供
応
、
脅
迫
な
ど
の
不
正

な
手
段
に
よ
り
、
市
民
の
自
由
な

意
思
を
拘
束
、
ま
た
は
干
渉
す
る

行
為

・�

市
民
の
平
穏
な
生
活
環
境
を
侵
害

す
る
行
為

　

な
お
、
宮
崎
県
議
会
議
員
選
挙

の
告
示
日
か
ら
投
票
日
ま
で
の
間
は
、

原
子
力
発
電
所
の
設
置
の
賛
否
に

関
す
る
市
民
投
票
運
動
で
あ
っ
て
も
、

団
体
が
行
う
演
説
会
や
ポ
ス
タ
ー
掲

示
、
ビ
ラ
の
配
布
、
宣
伝
告
知
の
た

め
の
自
動
車
・
拡
声
器
の
使
用
な
ど

は
、
公
職
選
挙
法
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す（
た

だ
し
、
個
人
で
の
市
民
投
票
運
動
は

こ
れ
に
該
当
し
ま
せ
ん
）。

　

公
職
選
挙
法
に
関
し
て
ご
不
明
な

点
は
串
間
市
選
挙
管
理
委
員
会（
☎

72
︱
１
１
１
１
内
線
２
７
１
・
２
７

２
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

市
民
投
票
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

先
＝
総
合
政
策
課
市
民
投
票
準
備

係
☎
内
線
３
６
６
・
３
６
７

投票の方法
賛成・反対のどちらかに○を
記載して、投票箱に入れる。

投
票
箱

4月10日
投票です
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